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＜はじめに＞ 

 

東京広告協会では、1991年に、「CMと音楽著作権」というタイトルで、広告と音楽著作権

について広告法規マニュアルを発行しました。（第４号） 

それから、20年が経過しました。 

インターネットや携帯電話が普及し、メディアの多様化が進み、生活者のメディアとの接

触態度も大きく変わりました。 

 

そして、著作権についても、その基本的な概念が変わらないものの、通信技術や機器の発

達や高度化に伴い、著作物を取り巻く環境は大きく変わり、たとえば、インターネットなど

を通じた自動公衆送信権が創設されるなど、著作権の内容も変わりました。 

その変化に対応するため、著作権を規律する著作権法も、ほぼ毎年のペースで改正を重ね

てきました。 

 

そこで、今般、時間の経過とこれまでの状況を踏まえ、著作権の基礎的な知識のおさらい

も加味して、広告法規マニュアル第36号「広告と音楽著作権」として発行することとしまし

た。 

 

著作権は、多数の権利に分かれ、複雑な権利なので、その説明は分かりにくくなりがちで

す。 

できるかぎり、本書では、分かりやすく記述することを心がけました。 
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